
 

令和８年度「東京都地域の底力発展事業助成」について 

 

令和８年度におきましても、「東京都地域の底力発展事業助成」が継続されます。 

これは、町会・自治会及び町会・自治会の連合組織が行う地域の課題解決のための取り組み等に対し

て、東京都が補助金の交付を行うものです。 

当補助金は、市を介さず、各自治会から直接東京都へ申請する流れとなっております。申請方法等の

詳細につきましては、各自治会長及び各地区連合会長宛てにご案内冊子を送付しますので、ご関心をお

持ちの団体におかれましては、ぜひご活用ください。 

 

＜事業概要＞  

別紙リーフレットのとおり 

 

＜昨年度との主な変更点＞ 

（１）事業区分の拡充 

   B-2区分が、「子ども・若者育成支援」から「子ども・若者育成支援、女性、子育て応援」に拡充 

（２）各区分の助成限度額引き上げ 

区分 組織単位 引き上げ前 引き上げ後 

A区分 

B区分 

都町連・町自連 ２００万円 ２４０万円 

地区連 １００万円 １２０万円 

単一 ２０万円 ２４万円 

C区分 単一（共同） ５０万円 ６０万円 

D区分 単一（連携） ３０万円 ３６万円 

（３）食材費、飲料代の上限額引き上げ 

   物価高騰の影響を鑑み、食材費の上限額が１人あたり 1,000 円（税込）、飲料費の上限額が１人あた

り 200円（税込）に、それぞれ引き上げられました。 

（４）申請方法の変更 

 ・オンライン申請時の本人確認方法が、従来の２段階申請から１段階申請へ緩和 

 ・紙申請時の「申請サポートプラス」が廃止 

（５）D区分の連携団体要件の明確化 

 「他の地域団体」について、「申請する町会・自治会が所在する区市町村又は近隣の区市町村に所在、

活動している団体」と要件を明確化 

 

※詳細につきましては、送付したご案内冊子及び別紙リーフレットをご参照ください。 

 

資料 No.１ 

(総務部総務契約課) 

＜問い合わせ＞ 

東京都生活文化局都民生活部地域活動推進課 

  電 話：03-5388-3166 

  メール：S1161202@section.metro.tokyo.jp 
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